
（掲示）

Ⅹ ｉ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

（目次） （目次）

第１章～第９章 （略） 第１章～第９章 （略）

第１０章 料金 第１０章 料金

第１節 （略） 第１節 （略）

第２節 料金等の支払義務 第２節 料金等の支払義務

第４９条～第５２条 （略） 第４９条～第５２条 （略）

第５２条の２ 請求書等の発行に関する料金の支払義務

第５３条 （略） 第５３条 （略）

第３節～第７節 （略） 第３節～第７節 （略）

第１１章～第１４章 （略） 第１１章～第１４章 （略）

料金表 （略） 料金表 （略）

別表 別表

１～９ （略） １～９ （略）

第１章～第２章 （略） 第１章～第２章 （略）

第３章 Ｘｉ契約 第３章 Ｘｉ契約

第１節 （略） 第１節 （略）

第２節 一般契約 第２節 一般契約

第７条～第１２条の２ （略） 第７条～第１２条の２ （略）

（一般契約者の氏名等の変更の届出） （一般契約者の氏名等の変更の届出）

第１３条 一般契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等（当社又は 第１３条 一般契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変

請求事業者（第５８条の２（債権の譲渡等）に規定するものをいいます。）が発行 更があったときは、そのことを速やかに所属Ｘｉサービス取扱所に届け出てい

するＸｉサービスの利用に係る請求書、口座振替案内書又はクレジットカード ただきます。

利用案内書をいいます。以下同じとします。）の送付先に変更があったときは、 ただし、その変更があったにもかかわらず、所属Ｘｉサービス取扱所に届出

そのことを速やかに所属Ｘｉサービス取扱所に届け出ていただきます。 がないときは、第１０条（契約者識別番号） 、第１２条の２（Ｘｉの電話番号保

ただし、その変更があったにもかかわらず、所属Ｘｉサービス取扱所に届出 管）、第１６条（当社が行う一般契約の解除） 、第４０条（利用中止）及び第４１条

がないときは、第１０条（契約者識別番号） 、第１２条の２（Ｘｉの電話番号保 （利用停止）に規定する通知（第４１条第１項第１０号の規定により、その契約者

管）、第１６条（当社が行う一般契約の解除） 、第４０条（利用中止）及び第４１条 回線へのショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送信により行

（利用停止）に規定する通知（第４１条第１項第１０号の規定により、その契約者 うものを除きます。）については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若

回線へのショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送信により行 しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもってその通知を行ったも

うものを除きます。）については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若 のとみなします。

しくは居所又は請求書等の送付先への郵送等の通知をもってその通知を行った

ものとみなします。

２ （略） ２ （略）

第１４条～第１６条 （略） 第１４条～第１６条 （略）
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第３節 （略） 第３節 （略）

第４章～第７章 （略） 第４章～第７章 （略）

第８章 利用中止等 第８章 利用中止等

第４０条 （略） 第４０条 （略）

（利用停止） （利用停止）

第４１条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が 第４１条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が

定める期間（Ｘｉに係る料金その他の債務（この約款の規定により、支払いを 定める期間（Ｘｉに係る料金その他の債務（この約款の規定により、支払いを

要することとなったＸｉに係る料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の 要することとなったＸｉに係る料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の

債務をいいます。以下この条、第７４条の２及び第７７条において同じとします。） 債務をいいます。以下この条、第７４条の２及び第７７条において同じとします。）

を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間）、その を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間）、その

Ｘｉサービスの利用を停止することがあります。 Ｘｉサービスの利用を停止することがあります。

（１） ～（１０） （略） （１） ～（１０） （略）

２ 当社は、前項第１号から第９号の規定によりＸｉサービスの利用停止をする ２ 当社は、前項第１号から第９号の規定によりＸｉサービスの利用停止をする

ときは、この約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若し ときは、この約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若し

くは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、あらかじめその理由、 くは居所若しくは請求書の送付先への郵送等により、あらかじめその理由、利

利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。 用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

ただし、本条第１項第５号により利用停止を行うときであって、緊急やむを ただし、本条第１項第５号により利用停止を行うときであって、緊急やむを

得ない場合は、この限りでありません。 得ない場合は、この限りでありません。

３ 当社は、第１項第１０号の規定によりＸｉサービスの利用停止をするときは、 ３ 当社は、第１項第１０号の規定によりＸｉサービスの利用停止をするときは、

その契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送 その契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送

信又はこの約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しく 信又はこの約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しく

は居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、あらかじめその理由、利 は居所若しくは請求書の送付先への郵送等により、あらかじめその理由、利用

用停止をする日及び期間を契約者に通知します。 停止をする日及び期間を契約者に通知します。

第９章 （略） 第９章 （略）

第１０章 料金等 第１０章 料金等

第１節 料金及び工事費 第１節 料金及び工事費

（料金及び工事費） （料金及び工事費）

第４８条 当社が提供するＸｉの料金は、基本使用料、付加機能使用料、通信料、 第４８条 当社が提供するＸｉの料金は、基本使用料、付加機能使用料、通信料、

定期契約に係る解約金、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料及び請 定期契約に係る解約金、手続きに関する料金及びユニバーサルサービス料と

求書等の発行に関する料金とし、料金表第１表（料金）に定めるところにより し、料金表第１表（料金）に定めるところによります。

ます。

２～５ （略） ２～５ （略）

第２節 料金等の支払義務 第２節 料金等の支払義務

第４９条～第５２条 （略） 第４９条～第５２条 （略）

（請求書等の発行に関する料金の支払義務）

第５２条の２ Ｘｉ契約者（Ｘｉユビキタス契約者、Ｘｉ特定接続契約者及び当社

が指定するＸｉ契約者を除きます。）は、Ｘｉサービスの利用に係る請求書等の

発行を受けたときは、料金表第１表第７（請求書等の発行に関する料金）に規

－２－



定する料金の支払いを要します。

第５３条 （略） 第５３条 （略）

第３節～第７節 （略） 第３節～第７節 （略）

第１１章～第１２章 （略） 第１１章～第１２章 （略）

第１３章 雑則 第１３章 雑則

第６５条～第７２条 （略） 第６５条～第７２条 （略）

（国際アウトローミングの利用等） （国際アウトローミングの利用等）

第７３条 Ｘｉ契約者は、別表２（付加機能）に規定する国際ローミング機能の提 第７３条 Ｘｉ契約者は、別表２（付加機能）に規定する国際ローミング機能の提

供を受けているときは、国際アウトローミング（別表８に定める外国の電気通 供を受けているときは、国際アウトローミング（別表８に定める外国の電気通

信事業者が、ドコモＵＩＭカードを装着した移動無線装置との間に電気通信回 信事業者が、ドコモＵＩＭカードを装着した移動無線装置との間に電気通信回

線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。）を利 線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。）を利

用することができます。 用することができます。

２～１４ （略） ２～１４ （略）

（注１） （略） （注１） （略）

（注２）本条第１４項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネッ （注２）本条第１４項に規定する当社が別に定めるところは、国際サービスに係る

トホームページに定めるところによります。 ご利用ガイドに規定するところによります。

（注３） （略） （注３） （略）

第７４条 （略） 第７４条 （略）

（利用者登録） （利用者登録）

第７４条の２ Ｘｉ契約者は、当社が定める方法により、その契約に係るＸｉサー 第７４条の２ Ｘｉ契約者は、当社が定める方法により、その契約に係るＸｉサー

ビスを主に利用する者の登録（以下「利用者登録」といいます。）を行うことが ビスを主に利用する者の登録（以下「利用者登録」といいます。）を行うことが

できます。この場合において、利用者登録により当社に登録される者（以下 できます。この場合において、利用者登録により当社に登録される者（以下

「登録利用者」といいます。）の情報は、登録利用者の氏名及び生年月日としま 「登録利用者」といいます。）の情報は、登録利用者の氏名及び生年月日としま

す。 す。

２～５ （略） ２～５ （略）

６ Ｘｉ契約者は、そのＸｉ契約者以外の者を登録利用者として利用者登録を行 ６ Ｘｉ契約者は、そのＸｉ契約者以外の者を登録利用者として利用者登録を行

うときは、次の事項についてあらかじめ登録利用者となる者の承諾を得ていた うときは、次の事項についてあらかじめ登録利用者となる者の承諾を得ていた

だきます。この場合において、当社はＸｉ契約者が登録利用者の承諾を得てい だきます。この場合において、当社はＸｉ契約者が登録利用者の承諾を得てい

ないことに起因する損害について、一切の責任を負いません。 ないことに起因する損害について、一切の責任を負いません。

（１） ～（４） （略） （１） ～（４） （略）

（５） 登録利用者の変更を行った場合において、Ｘｉサービスの利用に係る請求 （５） 登録利用者の変更を行った場合において、Ｘｉサービスの利用に係る請求

書等又は料金明細内訳書の発行が、変更前の登録利用者の利用に係るものと 書又は料金明細内訳書の発行が、変更前の登録利用者の利用に係るものと変

変更後の登録利用者の利用に係るものを合わせて、請求書等又は料金明細内 更後の登録利用者の利用に係るものを合わせて、請求書又は料金明細内訳書

訳書の発行が行われることがあること。 の発行が行われることがあること。

（６） ～（７） （略） （６） ～（７） （略）

第７５条～第７７条の２ （略） 第７５条～第７７条の２ （略）

（契約者確認） （契約者確認）

第７７条の３ 当社は、携帯電話不正利用防止法第８条の規定により、又は警察機 第７７条の３ 当社は、携帯電話不正利用防止法第８条の規定により、又は警察機

関からの要請により、契約者確認（携帯電話不正利用防止法第９条で定める契 関からの要請により、契約者確認（携帯電話不正利用防止法第９条で定める契

約者確認をいいます。以下この条において同じとします。）の求めを受けたとき 約者確認をいいます。以下この条において同じとします。）の求めを受けたとき

は、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。 は、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。
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２ 当社は、前項の規定により契約者確認を行うときは、その契約者回線へのシ ２ 当社は、前項の規定により契約者確認を行うときは、その契約者回線へのシ

ョートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送信又はこの約款の規定 ョートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送信又はこの約款の規定

により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書 により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書

等の送付先への郵送等により、その旨を通知します。 の送付先への郵送等により、その旨を通知します。

３ （略） ３ （略）

（注１）～（注２） （略） （注１）～（注２） （略）

第７８条～第８０条 （略） 第７８条～第８０条 （略）

第１４章 （略） 第１４章 （略）

料金表 料金表

（料金表目次） （料金表目次）

通 則 通 則

第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービス 第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービス

の料金を除きます。） の料金を除きます。）

第１～第６ （略） 第１～第６ （略）

第７ 請求書等の発行に関する料金

１ 適用

２ 料金額

第２表～第４表 （略） 第２表～第４表 （略）

第５表 その他のサービスに関する料金等 第５表 その他のサービスに関する料金等

第１ （略） 第１ （略）

第２ 支払証明書等の発行手数料 第２ 支払証明書等の発行手数料

１ 適用

２ 料金額

第３～第５ （略） 第３～第５ （略）

第６表 （略） 第６表 （略）

通則 通則

１～８ （略） １～８ （略）

（電子媒体による請求額情報の通知） （電子媒体による請求額情報の通知）

９ 当社は、Ｘｉ契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのＸｉ（当社が提供 ９ 当社は、Ｘｉ契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのＸｉ（当社が提供

する他の電気通信サービスであって、その料金等がＸｉに係る料金に合わせて請求される電 する他の電気通信サービスであって、その料金等がＸｉに係る料金に合わせて請求される電

気通信サービスを含みます。以下この項において同じとします。）について、当社又は請求事 気通信サービスを含みます。以下この項において同じとします。）について、当社又は請求事

業者が行うその料金等の請求に係る情報（当該契約者に係る料金等の請求額及び通信料金明 業者が行うその料金等の請求に係る情報（当該契約者に係る料金等の請求額及び通信料金明

細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとします。）の送付に代えて、請求データ蓄積装置 細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとします。）の送付に代えて、請求データ蓄積装置

（請求額情報（料金等の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利息等の情報を （請求額情報（料金等の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利息等の情報を

除いたものをいいます。以下同じとします。）を蓄積するための当社の電気通信設備をいいま 除いたものをいいます。以下同じとします。）を蓄積するための当社の電気通信設備をいいま

す。以下同じとします。）に登録した電子データにより、請求額情報を通知（以下「電子媒体 す。以下同じとします。）に登録した電子データにより、請求額情報を通知（以下「電子媒体

による請求額情報の通知」といいます。）する取扱いを行います。 による請求額情報の通知」といいます。）する取扱いを行います。

（１） その請求のあったＸｉに係る料金等の支払方法が、口座振替又はクレジット払い（ｅビ （１） その請求のあったＸｉに係る料金等の支払方法が、当社が別に定める方法によるもので

リングご利用規約に規定するものをいいます。以下同じとします。）ではないとき。 ないとき。

（２） その請求のあったＸｉに係る料金等が、他のＸｉ、ＦＯＭＡ、ＦＯＭＡユビキタス若し （２） その請求のあったＸｉに係る料金等が、他のＸｉ、ＦＯＭＡ、ＦＯＭＡユビキタス若し

くはＦＯＭＡ位置情報（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じ くはＦＯＭＡ位置情報（ＦＯＭＡサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じ

とします。）又はワイドスター通信サービス（ワイドスター通信サービス契約約款に規定す とします。）又はワイドスター通信サービス（ワイドスター通信サービス契約約款に規定す

るものをいいます。以下同じとします。）に係る料金等と一括して請求されている場合であ るものをいいます。以下同じとします。）に係る料金等と一括して請求されている場合であ

って、当社が別に定めるとき。 って、当社が別に定めるとき。

（３） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 （３） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

１０ 当社は、１のＸｉにおいて、別表２（付加機能）に規定するｍｏｐｅｒａＵ 機能、ビジネスｍｏｐｅ １０ 当社は、１のＸｉにおいて、別表２（付加機能）に規定するｍｏｐｅｒａＵ 機能、ビジネスｍｏｐｅ

ｒａインターネット機能、ｓｐモード機能、ｉモード機能若しくはブラックベリー接続機能の提 ｒａインターネット機能、ｓｐモード機能、ｉモード機能若しくはブラックベリー接続機能の提
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供を受けていること及び料金等の支払方法が口座振替又はクレジット払いであることを確認 供を受けていること及び料金等の支払方法がｅビリングご利用規約に規定するクレジット払

したとき（当社が定めるときを除きます。）は、当社がそのことを確認した日において、その いであることを確認したとき（当社が定めるときを除きます。）は、当社がそのことを確認し

Ｘｉについて契約者から前項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。 た日において、そのＸｉについて契約者から前項に規定する請求があったものとみなして取

ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでありません。 り扱います。

（１） Ｘｉ契約者から電子媒体による請求額情報の通知に関する請求を行わない旨の意思表示 ただし、そのＸｉが、第１表第１（基本使用料）の１の（２） に規定する身体障がい者等割

があったとき。 引の適用を受けているときはこの限りでありません。

（２） そのＸｉについて、請求書の分割送付の取扱いを受けているとき。

（３） そのＸｉが、第１表第１（基本使用料）の１の（２） に規定する身体障がい者等割引の適

用を受けているとき。

（４） そのＸｉについて、当社が電話番号保管を行っているとき（別表２（付加機能）に規定

するメールアドレス保管を行っているときを除きます。）。

１１～１２ （略） １１～１２ （略）

１３ 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＸｉについて、次のいず

れかに該当することを当社が確認したときは、そのＸｉサービスの利用に係る口座振替案内

書又はクレジットカード利用案内書を発行します。

（１） 第４１条（利用停止）の規定によりそのＸｉの利用が停止されているとき。

（２） 第１６条（当社が行う一般契約の解除）又は第２１条（その他の提供条件）の規定によりそ

のＸｉ契約が解除されたとき。

１４ 当社は、第９項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＸｉに １３ 当社は、第９項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＸｉに

係る料金等が、口座振替又はクレジット払いにより当社が定める期日までに支払われたこと 係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに支払われたことを当社が

を当社が確認したときは、そのＸｉに係る料金等から２０円を減額します。この場合におい 確認したときは、そのＸｉに係る料金等から２０円を減額します。この場合において、料金表

て、料金表の適用による場合は、適用した後の料金の額から減額します。 の適用による場合は、適用した後の料金の額から減額します。

ただし、前項の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発行を受け

たときはこの限りでありません。

１５ （略） １４ （略）

１６ 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＸｉについて、Ｘｉ契約 １５ 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＸｉについて、Ｘｉ契約

者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、こ 者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、第９項各号のいずれかに該当するこ

の取扱いを廃止します。 ととなったときは、この取扱いを廃止します。

（１） 第９項各号のいずれかに該当することとなったとき。

（２） 第１６条（当社が行う一般契約の解除）又は第２１条（その他の提供条件）の規定によりそ

のＸｉ契約が解除されたとき。

１７ 前項の規定により電子媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃止があったときは、その

廃止があった日を含む暦月の翌暦月までのそのＸｉに係る料金等を、第１４項に規定する減額

の対象とします。

１８ （略） １６ （略）

（料金等の支払い） （料金等の支払い）

１９ Ｘｉ契約者は、料金及び工事費について、第２１項に規定する場合を除き、所定の支払期日 １７ Ｘｉ契約者は、料金及び工事費について、第１９項に規定する場合を除き、所定の支払期日

までに支払っていただきます。この場合において、Ｘｉ契約者は、その料金及び工事費（第 までに支払っていただきます。この場合において、Ｘｉ契約者は、その料金及び工事費（第

５８条の２（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。）に ５８条の２（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。）に

ついて、当社が指定するＸｉサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきま ついて、当社が指定するＸｉサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきま

す。 す。

２０～２７ （略） １８～２５ （略）

（注）当社は、第２７項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係のＸｉサービス取扱所 （注）当社は、第２５項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係のＸｉサービス取扱所

に掲示する等の方法により、その旨を周知します。 に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
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第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービス 第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービス

の料金を除きます。） の料金を除きます。）

第１～第６ （略） 第１～第６ （略）

第７ 請求書等の発行に関する料金

１ 適用

請 求 書 等 の 発 行 手 数 料 の 適 用

請求書等の発行手数料の適 次のいずれかに該当するときは、そのＸｉについて、２（料

用除外 金額）の規定にかかわらず、請求書等の発行に関する料金の

支払いを要しません。

ア 第８２条（請求書の分割送付）に規定する請求書の分割送

付の取扱いを受けているとき。

イ 第１（基本使用料）の１の（２） に規定する身体障がい者

等割引の適用を受けているとき。

ウ 別表２（付加機能）に規定するｍｏｐｅｒａＵ 機能、ビジネス

ｍｏｐｅｒａインターネット機能、ｓｐモード機能、ｉ モード機能

又はブラックベリー接続機能の提供を受けていないとき。

エ 料金その他の債務が、Ｘｉサービス、ＦＯＭＡサービス

又はワイドスター通信サービスに係る料金等と一括して請

求されているとき。

オ 請求事業者が、当社から譲渡した債権及び当社以外の者

が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求していると

き。

カ 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める

理由により請求書等の発行を受けるとき。

２ 料金額

１契約について１通ごとに

手 数 料 の 額

区 分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

請求書等発行 請求書の発行に係るもの １００円（ １０８円）

手数料

口座振替案内書又はクレジットカード ５０円（ ５４円）

利用案内書の発行に係るもの

第２表～第４表 （略） 第２表～第４表 （略）

第５表 その他のサービスに関する料金等 第５表 その他のサービスに関する料金等

第１ （略） 第１ （略）

第２ 支払証明書等の発行手数料 第２ 支払証明書等の発行手数料

１ 適用 １ 支払証明書又は預託金預り証明書１枚ごとに税抜額 ４００円（税込額 ４３２円）

（注）支払証明書又は預託金預り証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料
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支 払 証 明 書 等 の 発 行 手 数 料 の 適 用 のほか、印紙代（消費税相当額を含みます。）及び郵送料（実費）が必要な場合があ

ります。

支払証明書の発行手数料の 通則第９項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取

適用除外 扱いを受けているＸｉについて、支払証明書の発行を受けた ２ 契約事項証明書１契約ごとに税抜額 ３００円（税込額 ３２４円）

場合であって、その発行が当該暦年における最初の発行であ （注）契約事項証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料

ると当社が認めるときは、２（料金額）の規定にかかわら （実費）が必要な場合があります。

ず、その支払証明書の発行に係る手数料及び郵送料等の支払

いを要しません。

２ 料金額

１契約について１通ごとに

手 数 料 の 額

区 分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

支払証明書の発行手数料 ４００円（ ４３２円）

預託金預り証明書の発行手数料 ４００円（ ４３２円）

契約事項証明書の発行手数料 ３００円（ ３２４円）

（注１）支払証明書又は預託金預り証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほ

か、印紙代（消費税相当額を含みます。）及び郵送料（実費）が必要な場合があります。

（注２）契約事項証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料（実

費）が必要な場合があります。

第６表 （略） 第６表 （略）

別表１～別表９ （略） 別表１～別表９ （略）

附 則（平成２７年１月２２日経企第１５７６号）

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２７年２月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＸｉサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。

（その他）

３ 経企第１２５１号（平成２６年１月１０日）の附則第４項を次のように改めます。

（１） 第９号中「ユニバーサルサービス料」を「請求書等の発行に関する料金、支払証明書等

の発行手数料及びユニバーサルサービス料」に改め、同号を第１０号とします。

（２） 第１０号中「（１） から（９） 」を「（１） から（１０）」に改め、同号を第１１号とし、第８号の次

に次の一号を加えます。

（９） 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条

件は次のとおりとします。

ア 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けているＸｉデータ

プラン等に係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに支払わ

れたことを当社が確認したときは、そのＸｉデータプラン等に係る料金等から２０円を

減額します。この場合において、（１） 及び（２） の適用による場合は、適用した後の料
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金の額から減額します。

ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の

発行を受けたときはこの限りでありません。

イ ア以外の提供条件は、改正後の規定におけるＸｉの場合に準じて取扱います。

４ 経企第 ３９７号（平成２６年６月１８日）の附則第３項中「平成２７年９月３０日」を「当社が定め

る日」に改めます。

５ 経企第 ７０２号（平成２６年８月８日）の附則第４項を次のように改めます。

（１） 第４号を次のように改めます。

（４） 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条

件は次のとおりとします。

ア 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けているＸｉに係る

料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに支払われたことを当社

が確認したときは、そのＸｉに係る料金等から２０円を減額します。この場合におい

て、（１） 及び（２） の適用による場合は、適用した後の料金の額から減額します。

ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の

発行を受けたときはこの限りでありません。

イ ア以外の提供条件は、改正後の規定におけるＸｉの場合に準じて取扱います。

（２） 第５号中、「ユニバーサルサービス料」を「請求書等の発行に関する料金、支払証明書

等の発行手数料及びユニバーサルサービス料」に改めます。

附 則（平成２７年１月２７日経企第１５８６号）

（実施期日）

１ この附則は、平成２７年１月３０日から実施します。

（経過措置）

２ この附則実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＸｉサービスの料金その他の

債務については、なお従前のとおりとします。

（Ｕ２５応援特割キャンペーンの適用）

３ この附則実施の日から平成２７年５月３１日までの間において、当社は、基本使用料の料金種

別が、Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）（料金表第１表第１（基本使用料）の１

（適用）の（１） に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）に係る定

期契約又は一般契約（身体障がい者等割引（料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）

の（２） に規定するものをいいます。）の適用を受けているものに限ります。）の締結（当社が提

供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時

に、そのＸｉが次の（１） 、（２） 及び（３） 又は（４） に定める条件を満たしていることを当社が

確認したときは、Ｕ２５応援特割キャンペーン（（３） 又は（４） の申出により、ファミリーシェ

アパックの適用が開始される日（以下この項において「適用開始日」といいます。）から、適

用開始日を含む暦月の翌暦月から起算して１１暦月の間のＸｉカケホーダイプラン（スマホ／

タブ）の基本使用料について、 １，３５０円を減額して適用する取り扱いをいいます。以下この

附則において同じとします。）を適用します。

（１） Ｘｉサービス取扱所において当社が定める端末設備をＸｉ契約者又はその関係者が

購入すること。

（２） Ｕ２５応援割（料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の（４） の２に規定する

ものをいいます。以下この附則において同じとします。）の適用を受けること。

（３） ファミリーシェアパック（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の（８） の２に

規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）を選択すること。

（４） 共有対象回線（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の（８） の３に規定するも

のをいいます。以下この附則において同じとします。）となる場合であって、その共有

回線群（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の（８） の３に規定するものをいい

ます。以下この附則において同じとします。）に係る共有代表回線（料金 表第１表第

３（通信料）の１（適用）の（８） の３に規定するものをいいます。以下この附則にお

いて同じとします。）の契約者がファミリーシェアパックを選択していること。

４ 料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の（１） のオの規定によりＸｉカケホーダイ

プラン（スマホ／タブ）の基本使用料を日割するときは、前項に規定する額を日割して適用

します。
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５ 当社は、Ｕ２５応援特割キャンペーンの適用を受けているＸｉについて、次のいずれかに該

当する場合には、Ｕ２５応援特割キャンペーンを廃止します。

（１） 基本使用料の料金種別がＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）以外となったと

き。

（２） Ｕ２５応援割の廃止があったとき。

（３） ファミリーシェアパックの廃止があったとき。

（４） そのＸｉがファミリーシェアパックに係る共有対象回線である場合であって、その

ファミリーシェアパックに係るデータ定額共有の廃止があったとき（そのデータ定額

共有の廃止と同時にファミリーシェアパックを選択する場合を除きます。）。

（５） 身体障がい者等割引の廃止があったとき。

（６） Ｘｉの電話番号保管があったとき。

（７） 名義変更があったとき。

（８） 契約の解除（当社が別に定めるものを除きます。）があったとき。

６ 当社は、Ｕ２５応援特割キャンペーンを廃止したときは、その廃止日を含む暦月までの基本

使用料についてＵ２５応援特割キャンペーンの適用対象とします。

ただし、料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の（１） のク、ケ又はコの規定によ

り、その廃止日を含む歴月において、Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）以外の基本

使用料の料金種別が適用されるときは、その廃止日を含む暦月の前歴月までの基本使用料に

ついてＵ２５応援特割（家族）キャンペーンの適用対象とします。

７ 前項の規定によるほか、定期契約の解除と同時に一般契約（基本使用料の料金種別がＸｉ

データプラン（ルーター）であるものを除きます。）を締結する場合であって、そのＸｉが身

体障がい者等割引の適用を受けないときは、その契約の解除があった日を含む暦月の前歴月

までの基本使用料についてＵ２５応援特割キャンペーンの適用対象とします。

（Ｕ２５応援特割（家族）キャンペーンの適用）

８ この附則実施の日から平成２７年５月３１日までの間において、当社は、基本使用料の料金種

別が、Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）に係る定期契約又は一般契約（身体障がい

者等割引の適用を受けているものに限ります。）の締結（当社が提供する電気通信サービスに

係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。）と同時に、そのＸｉが次の（１） 及

び（２） 又は（３） に定める条件を満たしていることを当社が確認したときは、Ｕ２５応援特割

（家族）キャンペーン（（２） 又は（３） の申出により、ファミリーシェアパックの適用が開始

される日（以下この項において「適用開始日」といいます。）から、適用開始日を含む暦月の

翌暦月から起算して１１暦月の間（以下この附則において「キャンペーン対象期間」といいま

す。）のＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）の基本使用料について、 １，３５０円を減額し

て適用する取り扱いをいいます。以下同じとします。）を適用します。

（１） Ｘｉサービス取扱所において当社が定める端末設備をＸｉ契約者又はその関係者が

購入すること。

（２） ファミリーシェアパックを選択すること。

（３） ファミリーシェアパックに係るデータ定額共有を選択すること。

９ 前項の規定にかかわらず、当社は、キャンペーン対象期間における各暦月において、その

Ｘｉが属する共有回線群を構成する他の全てのＸｉが第３項に規定するＵ２５応援特割キャン

ペーンの適用を受けていないことを確認したときは、当社がその確認をした日を含むその歴

月の基本使用料について前項に規定する減額を適用しません。

１０ 料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の（１） のオの規定によりＸｉカケホーダイ

プラン（スマホ／タブ）の基本使用料を日割するときは、第８項に規定する額を日割して適

用します。

１１ 当社は、Ｕ２５応援特割（家族）キャンペーンの適用を受けているＸｉについて、次のいず

れかを満たさなくなったときは、Ｕ２５応援特割（家族）キャンペーンを廃止します。

（１） 基本使用料の料金種別がＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）以外となったと

き。

（２） ファミリーシェアパックの廃止があったとき。

（３） Ｕ２５応援割の適用を受けることとなったとき。

（４） そのＸｉがファミリーシェアパックに係る共有対象回線である場合であって、ファ

ミリーシェアパックに係るデータ定額共有の廃止があったとき（そのデータ定額共有

の廃止と同時にファミリーシェアパックを選択する場合を除きます。）。
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（５） 身体障がい者等割引の廃止があったとき。

（６） Ｘｉの電話番号保管があったとき。

（７） 名義変更があったとき。

（８） 契約の解除（当社が別に定めるものを除きます。）があったとき。

１２ 当社は、Ｕ２５応援特割（家族）キャンペーンを廃止したときは、その廃止日を含む暦月ま

での基本使用料についてＵ２５応援特割（家族）キャンペーンの適用対象とします。

ただし、料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の（１） のク、ケ又はコの規定によ

り、その廃止日を含む歴月において、Ｘｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）以外の基本

使用料の料金種別が適用されるときは、その廃止日を含む暦月の前歴月までの基本使用料に

ついてＵ２５応援特割（家族）キャンペーンの適用対象とします。

１３ 前項の規定によるほか、定期契約の解除と同時に一般契約（基本使用料の料金種別がＸｉ

データプラン（ルーター）であるものを除きます。）を締結する場合であって、そのＸｉが身

体障がい者等割引の適用を受けないときは、その契約の解除があった日を含む暦月の前歴月

までの基本使用料についてＵ２５応援特割（家族）キャンペーンの適用対象とします。
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（掲示）

Ｆ Ｏ Ｍ Ａ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

（目次） （目次）

第１章～第９章 （略） 第１章～第９章 （略）

第１０章 料金 第１０章 料金

第１節 （略） 第１節 （略）

第２節 料金等の支払義務 第２節 料金等の支払義務

第６４条～第６８条 （略） 第６４条～第６８条 （略）

第６８条の２ 請求書等の発行に関する料金の支払義務

第６９条 （略） 第６９条 （略）

第３節～第７節 （略） 第３節～第７節 （略）

第１１章～第１４章 （略） 第１１章～第１４章 （略）

料金表 （略） 料金表 （略）

別表 別表

１～１０ （略） １～１０ （略）

第１章～第２章 （略） 第１章～第２章 （略）

第３章 ＦＯＭＡ契約 第３章 ＦＯＭＡ契約

第１節 （略） 第１節 （略）

第２節 第１種一般契約 第２節 第１種一般契約

第８条～第１５条 （略） 第８条～第１５条 （略）

（第１種一般契約者の氏名等の変更の届出） （第１種一般契約者の氏名等の変更の届出）

第１６条 第１種一般契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等（当 第１６条 第１種一般契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付

社又は請求事業者（第７５条（債権の譲渡等）に規定するものをいいます。）が発 先に変更があったときは、そのことを速やかに所属ＦＯＭＡサービス取扱所に

行するＦＯＭＡサービスの利用に係る請求書、口座振替案内書又はクレジット 届け出ていただきます。

カード利用案内書をいいます。以下同じとします。）の送付先に変更があったと ただし、その変更があったにもかかわらず、所属ＦＯＭＡサービス取扱所に

きは、そのことを速やかに所属ＦＯＭＡサービス取扱所に届け出ていただきま 届出がないときは、第１１条（契約者識別番号） 、第１４条の２（ＦＯＭＡの電話

す。 番号保管）、第１９条（当社が行う第１種一般契約の解除）、第５１条（利用中止）

ただし、その変更があったにもかかわらず、所属ＦＯＭＡサービス取扱所に 及び第５３条（利用停止）に規定する通知（第５３条第１項第１０号の規定により、

届出がないときは、第１１条（契約者識別番号） 、第１４条の２（ＦＯＭＡの電話 その契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送

番号保管）、第１９条（当社が行う第１種一般契約の解除）、第５１条（利用中止） 信により行うものを除きます。）については、当社に届出を受けている氏名、名

及び第５３条（利用停止）に規定する通知（第５３条第１項第１０号の規定により、 称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもってその通知

その契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送 を行ったものとみなします。

信により行うものを除きます。）については、当社に届出を受けている氏名、名

称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもってその通知

を行ったものとみなします。

２ （略） ２ （略）

第１７条～第１９条 （略） 第１７条～第１９条 （略）
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第３節～第５節 （略） 第３節～第５節 （略）

第４章～第７章 （略） 第４章～第７章 （略）

第８章 利用中止等 第８章 利用中止等

第５１条～第５２条 （略） 第５１条～第５２条 （略）

（利用停止） （利用停止）

第５３条 当社は、契約者（ＦＯＭＡプリペイド契約者を除きます。以下この条に 第５３条 当社は、契約者（ＦＯＭＡプリペイド契約者を除きます。以下この条に

おいて同じとします。）が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が おいて同じとします。）が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が

定める期間（そのＦＯＭＡサービスに関する料金その他の債務（この約款の規 定める期間（そのＦＯＭＡサービスに関する料金その他の債務（この約款の規

定により、支払いを要することとなったＦＯＭＡサービスに関する料金又は工 定により、支払いを要することとなったＦＯＭＡサービスに関する料金又は工

事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条、第８８条の４ 事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条、第８８条の４

及び第８９条において同じとします。）を支払わないときは、その料金その他の債 及び第８９条において同じとします。）を支払わないときは、その料金その他の債

務が支払われるまでの間）、そのＦＯＭＡサービスの利用を停止することがあ 務が支払われるまでの間）、そのＦＯＭＡサービスの利用を停止することがあ

ります。 ります。

（１） ～（１０） （略） （１） ～（１０） （略）

２ 当社は、前項第１号から第９号の規定によりＦＯＭＡサービスの利用停止を ２ 当社は、前項第１号から第９号の規定によりＦＯＭＡサービスの利用停止を

するときは、この約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所 するときは、この約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所

若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、あらかじめその理 若しくは居所若しくは請求書の送付先への郵送等により、あらかじめその理由、

由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。 利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

ただし、本条第１項第５号により利用停止を行うときであって、緊急やむを ただし、本条第１項第５号により利用停止を行うときであって、緊急やむを

得ない場合は、この限りでありません。 得ない場合は、この限りでありません。

３ 当社は、第１項第１０号の規定によりＦＯＭＡサービスの利用停止をするとき ３ 当社は、第１項第１０号の規定によりＦＯＭＡサービスの利用停止をするとき

は、その契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる文字メッセージ は、その契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる文字メッセージ

の送信又はこの約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若 の送信又はこの約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若

しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、あらかじめその理由、 しくは居所若しくは請求書の送付先への郵送等により、あらかじめその理由、

利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。 利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

第５３条の２ （略） 第５３条の２ （略）

第９章 （略） 第９章 （略）

第１０章 料金等 第１０章 料金等

第１節 料金及び工事費 第１節 料金及び工事費

（料金及び工事費） （料金及び工事費）

第６３条 当社が提供するＦＯＭＡサービスの料金は、基本使用料、付加機能使用 第６３条 当社が提供するＦＯＭＡサービスの料金は、基本使用料、付加機能使用

料、通信料、定期契約に係る解約金、手続きに関する料金、ユニバーサルサー 料、通信料、定期契約に係る解約金、手続きに関する料金及びユニバーサルサ

ビス料及び請求書等の発行に関する料金とし、料金表第１表（料金）に定める ービス料とし、料金表第１表（料金）に定めるところによります。

ところによります。

２～５ （略） ２～５ （略）

第２節 料金等の支払義務 第２節 料金等の支払義務

第６４条～第６８条 （略） 第６４条～第６８条 （略）
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（請求書等の発行に関する料金の支払義務）

第６８条の２ ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡユビキタス契約者、ＦＯＭＡ位置情報契

約者、ＦＯＭＡプリペイド契約者、ＦＯＭＡ特定接続契約者及び当社が指定す

るＦＯＭＡ契約者を除きます。）は、ＦＯＭＡサービスの利用に係る請求書等の

発行を受けたときは、料金表第１表第７（請求書等の発行に関する料金）に規

定する料金の支払いを要します。

第６９条 （略） 第６９条 （略）

第３節～第７節 （略） 第３節～第７節 （略）

第１１章～第１２章 （略） 第１１章～第１２章 （略）

第１３章 雑則 第１３章 雑則

第８１条の２～第８８条 （略） 第８１条の２～第８８条 （略）

（国際アウトローミングの利用等） （国際アウトローミングの利用等）

第８８条の２ ＦＯＭＡ契約者（共用ＦＯＭＡに係る契約者、ＦＯＭＡプリペイド 第８８条の２ ＦＯＭＡ契約者（共用ＦＯＭＡに係る契約者、ＦＯＭＡプリペイド

契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとし 契約者及びＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下この条において同じとし

ます。）は、別表２（付加機能）に規定する国際ローミング機能の提供を受けて ます。）は、別表２（付加機能）に規定する国際ローミング機能の提供を受けて

いるときは、国際アウトローミング（別表９に定める外国の電気通信事業者が、 いるときは、国際アウトローミング（別表９に定める外国の電気通信事業者が、

ＦＯＭＡカードを装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供 ＦＯＭＡカードを装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供

する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。）を利用することができ する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。）を利用することができ

ます。 ます。

２～１４ （略） ２～１４ （略）

（注１） （略） （注１） （略）

（注２）本条第１４項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネッ （注２）本条第１４項に規定する当社が別に定めるところは、国際サービスに係る

トホームページに定めるところによります。 ご利用ガイドに規定するところによります。

（注３） （略） （注３） （略）

第８８条の３ （略） 第８８条の３ （略）

（利用者登録） （利用者登録）

第８８条の４ ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡプリペイド契約者及びＦＯＭＡ特定接続 第８８条の４ ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡプリペイド契約者及びＦＯＭＡ特定接続

契約者を除きます。以下この条において同じとします。）は、当社が定める方法 契約者を除きます。以下この条において同じとします。）は、当社が定める方法

により、その契約に係るＦＯＭＡサービスを主に利用する者の登録（以下「利 により、その契約に係るＦＯＭＡサービスを主に利用する者の登録（以下「利

用者登録」といいます。）を行うことができます。この場合において、利用者登 用者登録」といいます。）を行うことができます。この場合において、利用者登

録により当社に登録される者（以下「登録利用者」といいます。）の情報は、登 録により当社に登録される者（以下「登録利用者」といいます。）の情報は、登

録利用者の氏名及び生年月日とします。 録利用者の氏名及び生年月日とします。

２～５ （略） ２～５ （略）

６ ＦＯＭＡ契約者は、そのＦＯＭＡ契約者以外の者を登録利用者として利用者 ６ ＦＯＭＡ契約者は、そのＦＯＭＡ契約者以外の者を登録利用者として利用者

登録を行うときは、次の事項についてあらかじめ登録利用者となる者の承諾を 登録を行うときは、次の事項についてあらかじめ登録利用者となる者の承諾を

得ていただきます。 得ていただきます。

（１） ～（４） （略） （１） ～（４） （略）

（５） 登録利用者の変更を行った場合において、ＦＯＭＡサービスの利用に係る （５） 登録利用者の変更を行った場合において、ＦＯＭＡサービスの利用に係る

請求書等又は料金明細内訳書の発行が、変更前の登録利用者の利用に係るもの 請求書又は料金明細内訳書の発行が、変更前の登録利用者の利用に係るもの

と変更後の登録利用者の利用に係るものを合わせて、請求書又は料金明細内 と変更後の登録利用者の利用に係るものを合わせて、請求書又は料金明細内

訳書の発行が行われることがあること。 訳書の発行が行われることがあること。

（６） （略） （６） （略）

第８８条の５～第９１条 （略） 第８８条の５～第９１条 （略）
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（契約者確認） （契約者確認）

第９１条の２ 当社は、携帯電話不正利用防止法第８条の規定により、又は警察機 第９１条の２ 当社は、携帯電話不正利用防止法第８条の規定により、又は警察機

関からの要請により、契約者確認（携帯電話不正利用防止法第９条で定める契 関からの要請により、契約者確認（携帯電話不正利用防止法第９条で定める契

約者確認をいいます。以下この条において同じとします。）の求めを受けたとき 約者確認をいいます。以下この条において同じとします。）の求めを受けたとき

は、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。 は、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。

２ 当社は、前項の規定により契約者確認を行うときは、その契約者回線へのシ ２ 当社は、前項の規定により契約者確認を行うときは、その契約者回線へのシ

ョートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送信又はこの約款の規定 ョートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送信又はこの約款の規定

により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書 により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書

の送付先への郵送等により、その旨を通知します。 の送付先への郵送等により、その旨を通知します。

３ （略） ３ （略）

（注１）～（注２） （略） （注１）～（注２） （略）

第９１条の３～第９３条 （略） 第９１条の３～第９３条 （略）

第１４章 （略） 第１４章 （略）

料金表 料金表

（料金表目次） （料金表目次）

通 則 通 則

第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービス 第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービス

の料金を除きます。） の料金を除きます。）

第１～第６ （略） 第１～第６ （略）

第７ 請求書等の発行に関する料金

１ 適用

２ 料金額

第２表～第６表 （略） 第２表～第６表 （略）

第７表 その他のサービスに関する料金等 第７表 その他のサービスに関する料金等

第１ （略） 第１ （略）

第２ 支払証明書等の発行手数料 第２ 支払証明書等の発行手数料

１ 適用

２ 料金額

第３～第５ （略） 第３～第５ （略）

通則 通則

１～８ （略） １～８ （略）

（電子媒体による請求額情報の通知） （電子媒体による請求額情報の通知）

９ 当社は、ＦＯＭＡ契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのＦＯＭＡ（当 ９ 当社は、ＦＯＭＡ契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのＦＯＭＡ（当

社が提供する他の電気通信サービスであって、その料金等がＦＯＭＡに係る料金に合わせて 社が提供する他の電気通信サービスであって、その料金等がＦＯＭＡに係る料金に合わせて

請求される電気通信サービスを含みます。以下この項において同じとします。）について、当 請求される電気通信サービスを含みます。以下この項において同じとします。）について、当

社又は請求事業者が行うその料金等の請求に係る情報（当該契約者に係る料金等の請求額及 社又は請求事業者が行うその料金等の請求に係る情報（当該契約者に係る料金等の請求額及

び通信料金明細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとします。）の送付に代えて、請求デ び通信料金明細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとします。）の送付に代えて、請求デ

ータ蓄積装置（請求額情報（料金等の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利 ータ蓄積装置（請求額情報（料金等の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利

息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。）を蓄積するための当社の電気通信 息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。）を蓄積するための当社の電気通信

設備をいいます。以下同じとします。）に登録した電子データにより、請求額情報を通知（以 設備をいいます。以下同じとします。）に登録した電子データにより、請求額情報を通知（以

下「電子媒体による請求額情報の通知」といいます。）する取扱いを行います。 下「電子媒体による請求額情報の通知」といいます。）する取扱いを行います。

（１） その請求のあったＦＯＭＡ等に係る料金等の支払方法が、口座振替又はクレジット払い （１） その請求のあったＦＯＭＡ等に係る料金等の支払方法が、当社が別に定める方法による

（ｅビリングご利用規約に規定するものをいいます。以下同じとします。）でないとき。 ものでないとき。

（２） その請求のあったＦＯＭＡ等に係る料金等が、他のＦＯＭＡ等、Ｘｉ若しくはＸｉユビ （２） その請求のあったＦＯＭＡ等に係る料金等が、他のＦＯＭＡ等、Ｘｉ若しくはＸｉユビ

キタス（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）又はワイ キタス（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）又はワイ

ドスター通信サービス（ワイドスター通信サービス契約約款に規定するものをいいます。 ドスター通信サービス（ワイドスター通信サービス契約約款に規定するものをいいます。
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以下同じとします。）に係る料金等と一括して請求されている場合であって、当社が別に定 以下同じとします。）に係る料金等と一括して請求されている場合であって、当社が別に定

めるとき。 めるとき。

（３） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 （３） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

１０ 当社は、１のＦＯＭＡにおいて、別表２（付加機能）に規定するｉモード機能、ｍｏｐｅｒａＵ １０ 当社は、１のＦＯＭＡにおいて、別表２（付加機能）に規定するｉモード機能、ｍｏｐｅｒａＵ

機能、ビジネスｍｏｐｅｒａインターネット機能、ブラックベリー接続機能若しくはｓｐモード機能 機能、ビジネスｍｏｐｅｒａインターネット機能、ブラックベリー接続機能若しくはｓｐモード機能

の提供を受けていること及び料金等の支払方法が口座振替又はクレジット払いであることを の提供を受けていること及び料金等の支払方法がｅビリングご利用規約に規定するクレジッ

確認したとき（当社が定めるときを除きます。）は、当社がそのことを確認した日において、 ト払いであることを確認したとき（当社が定めるときを除きます。）は、当社がそのことを確

そのＦＯＭＡについて契約者から前項に規定する請求があったものとみなして取り扱いま 認した日において、そのＦＯＭＡについて契約者から前項に規定する請求があったものとみ

す。 なして取り扱います。

ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでありません。 ただし、そのＦＯＭＡが、第１表第１（基本使用料）の１の（７） に規定する身体障がい者

（１） ＦＯＭＡ契約者から電子媒体による請求額情報の通知に関する請求を行わない旨の意思 等割引の適用を受けているときはこの限りでありません。

表示があったとき。

（２） そのＦＯＭＡについて、請求書の分割送付の取扱いを受けているとき。

（３） そのＦＯＭＡが、第１表第１（基本使用料）の１の（７） に規定する身体障がい者等割引

の適用を受けているとき。

（４） そのＸｉについて、当社が電話番号保管を行っているとき（別表２（付加機能）に規定

するメールアドレス保管を行っているときを除きます。）。

１１～１２ （略） １１～１２ （略）

１３ 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＦＯＭＡについて、次の

いずれかに該当することを当社が確認したときは、そのＦＯＭＡサービスの利用に係る口座

振替案内書又はクレジットカード利用案内書を発行します。

（１） 第５３条（利用停止）の規定によりそのＦＯＭＡの利用が停止されているとき。

（２） 第１９条（当社が行う第１種一般契約の解除）、第２３条の２（その他の提供条件）、第２３

条の１０（当社が行う第２種一般契約の解除）又は第２４条（その他の提供条件）の規定によ

りそのＦＯＭＡ契約が解除されたとき。

１４ 当社は、第９項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＦＯＭ １３ 当社は、第９項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＦＯＭ

Ａに係る料金等が、口座振替又はクレジット払いにより当社が定める期日までに支払われた Ａに係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに支払われたことを当

ことを当社が確認したときは、そのＦＯＭＡの料金等から２０円を減額します。この場合にお 社が確認したときは、そのＦＯＭＡの料金等から２０円を減額します。この場合において、料

いて、料金表の適用による場合は、適用した後の料金の額から減額します。 金表の適用による場合は、適用した後の料金の額から減額します。

ただし、前項の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発行を受け

たときはこの限りでありません。

１５ （略） １４ （略）

１６ 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＦＯＭＡサービスについ １５ 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているＦＯＭＡサービスについ

て、契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場 て、契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、第９項各号のいずれかに該

合は、この取扱いを廃止します。 当することとなったときは、この取扱いを廃止します。

（１） 第９項各号のいずれかに該当することとなったとき。

（２） 第１９条（当社が行う第１種一般契約の解除）、第２３条の２（その他の提供条件）、第２３

条の１０（当社が行う第２種一般契約の解除）又は第２４条（その他の提供条件）の規定によ

りそのＦＯＭＡ契約が解除されたとき。

１７ （略） １６ （略）

（料金等の支払い） （料金等の支払い）

１８ 契約者は、料金（別表２に規定するプリペイドＩＳＰ機能に係る付加機能使用料及びＦＯ １７ 契約者は、料金（別表２に規定するプリペイドＩＳＰ機能に係る付加機能使用料及びＦＯ

ＭＡプリペイドの契約者回線との間の通信に関する料金を除きます。）及び工事費について、 ＭＡプリペイドの契約者回線との間の通信に関する料金を除きます。）及び工事費について、

第２３項に規定する場合を除き、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合にお 第２２項に規定する場合を除き、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合にお

いて、契約者は、その料金及び工事費（第７５条（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求 いて、契約者は、その料金及び工事費（第７５条（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求

事業者へ譲渡したものを除きます。）について、当社が指定するＦＯＭＡサービス取扱所又は 事業者へ譲渡したものを除きます。）について、当社が指定するＦＯＭＡサービス取扱所又は

金融機関等において支払っていただきます。 金融機関等において支払っていただきます。

１９～２９ （略） １８～２８ （略）

（注）当社は、第２９項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係のＦＯＭＡサービス取 （注）当社は、第２８項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係のＦＯＭＡサービス取

扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。 扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
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第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービス 第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービス

の料金を除きます。） の料金を除きます。）

第１～第６ （略） 第１～第６ （略）

第７ 請求書等の発行に関する料金

１ 適用

請 求 書 等 の 発 行 手 数 料 の 適 用

請求書等の発行手数料の適 次のいずれかに該当するときは、そのＦＯＭＡについて、２

用除外 （料金額）の規定にかかわらず、請求書等の発行に関する料

金の支払いを要しません。

ア 第９８条の３（請求書の分割送付）に規定する請求書の分

割送付の取扱いを受けているとき。

イ 第１（基本使用料）の１の（７） に規定する身体障がい者

等割引の適用を受けているとき。

ウ 別表２（付加機能）に規定するｍｏｐｅｒａＵ 機能、ビジネス

ｍｏｐｅｒａインターネット機能、ｓｐモード機能、ｉ モード機能

又はブラックベリー接続機能の提供を受けていないとき。

エ 料金その他の債務が、Ｘｉサービス、ＦＯＭＡサービス

又はワイドスター通信サービスに係る料金等と一括して請

求されているとき。

オ 請求事業者が、当社から譲渡した債権及び当社以外の者

が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求していると

き。

カ 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める

理由により請求書等の発行を受けるとき。

２ 料金額

１契約について１通ごとに

手 数 料 の 額

区 分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

請求書等発行 請求書の発行に係るもの １００円（ １０８円）

手数料

口座振替案内書又はクレジットカード ５０円（ ５４円）

利用案内書の発行に係るもの

第２表～第６表 （略） 第２表～第６表 （略）

第７表 その他のサービスに関する料金等 第７表 その他のサービスに関する料金等

第１ （略） 第１ （略）

第２ 支払証明書等の発行手数料 第２ 支払証明書等の発行手数料

１ 適用 １ 支払証明書又は預託金預り証明書１枚ごとに税抜額 ４００円（税込額 ４３２円）

（注）支払証明書又は預託金預り証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料
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支 払 証 明 書 等 の 発 行 手 数 料 の 適 用 のほか、印紙代（消費税相当額を含みます。）及び郵送料（実費）が必要な場合があ

ります。

支払証明書の発行手数料の 通則第９項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取

適用除外 扱いを受けているＦＯＭＡについて、支払証明書の発行を受 ２ 契約事項証明書１契約ごとに税抜額 ３００円（税込額 ３２４円）

けた場合であって、その発行が当該暦年における最初の発行 （注）契約事項証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料

であると当社が認めるときは、２（料金額）の規定にかかわ （実費）が必要な場合があります。

らず、その支払証明書の発行に係る手数料及び郵送料等の支

払いを要しません。

２ 料金額

１契約について１通ごとに

手 数 料 の 額

区 分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

発行手数料 支払証明書の発行に係るもの ４００円（ ４３２円）

預託金預り証明書の発行に係るもの ４００円（ ４３２円）

契約事項証明書の発行に係るもの ３００円（ ３２４円）

（注１）支払証明書又は預託金預り証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほ

か、印紙代（消費税相当額を含みます。）及び郵送料（実費）が必要な場合があります。

（注２）契約事項証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料（実

費）が必要な場合があります。

第３～第５ （略） 第３～第５ （略）

別表１～別表１０ （略） 別表１～別表１０ （略）

附 則（平成２７年１月２２日経企第１５７６号）

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２７年２月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

（その他）

３ 経企第 ２０４号（平成１７年５月２４日）の附則第５項を次のように改めます。

（１） 第１０号の次に次の一号を加えます。

（１１）電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条

件は次のとおりとします。

ア 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けているＦＯＭＡデ

ータプラン２２等に係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日まで

に支払われたことを当社が確認したときは、そのＦＯＭＡデータプラン２２に係る料

金等から２０円を減額します。この場合において、（１） 及び（２） の適用による場合は、
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適用した後の料金の額から減額します。

ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の

発行を受けたときはこの限りでありません。

イ ア以外の提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。

（２） 第１１号中「ユニバーサルサービス料」を「請求書等の発行に関する料金、支払証明書等

の発行手数料及びユニバーサルサービス料」に改め、同号を第１２号とします。

（３） 第１２号を第１３号、第１３号を第１４号とします。

４ 経企第 ８４８号（平成１７年１０月２５日）の附則第３項を次のように改めます。

（１） 第８号の次に次の一号を加えます。

（９） 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条

件は次のとおりとします。

ア 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている旧プランＦ

ＯＭＡ等に係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに支払わ

れたことを当社が確認したときは、その旧プランＦＯＭＡに係る料金等から２０円を減

額します。この場合において、（１） 及び（２） の適用による場合は、適用した後の料金

の額から減額します。

ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の

発行を受けたときはこの限りでありません。

イ ア以外の提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。

（２） 第９号中「ユニバーサルサービス料」を「請求書等の発行に関する料金、支払証明書等

の発行手数料及びユニバーサルサービス料」に改め、同号を第１０号とします。

（３） 第１３号中「（１） から（１２）」を「（１） から（１３）」に改め、同項第１０号を第１１号、第１１号を

第１２号、第１２号を第１３号、第１３号を第１４号とします。

５ 経企第 ２９４号（平成２１年６月２４日）の附則第５項を次のように改めます。

（１） 第７号の次に次の一号を加えます。

（８） 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条

件は次のとおりとします。

ア 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている定額データ

プランＨＩＧＨ－ＳＰＥＥＤに係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日まで

に支払われたことを当社が確認したときは、その定額データプランＨＩＧＨ－ＳＰＥＥＤに係る

料金等から２０円を減額します。この場合において、（１） 及び（２） の適用による場合

は、適用した後の料金の額から減額します。

ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の

発行を受けたときはこの限りでありません。

イ ア以外の提供条件は、改正後の規定における定額データプランスタンダード２に係

るＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。

（２） 第８号中「ユニバーサルサービス料」を「請求書等の発行に関する料金、支払証明書等

の発行手数料及びユニバーサルサービス料」に改め、同号を第９号とします。

（３） 第１０号中「（１） から（９） 」を「（１） から（１０）」に改め、同項第９号を第１０号、第１０号を

第１１号とします。

６ 経企第１２００号（平成２２年２月２２日）の附則第３項を次のように改めます。

（１） 第４号中「ユニバーサルサービス料」を「請求書等の発行に関する料金、支払証明書等

の発行手数料及びユニバーサルサービス料」に改めます。

（２） 第１０号中「（１） から（９） 」を「（１） から（１０）」に改め、同号を第１１号とし、第９号の次

に次の一号を加えます。

（１０）電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条

件は次のとおりとします。

ア 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けているファミリー

ワイド等に係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに支払わ

れたことを当社が確認したときは、そのファミリーワイド等に係る料金等から２０円を

減額します。この場合において、（１） 及び（２） の適用による場合は、適用した後の料

金の額から減額します。

ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の

発行を受けたときはこの限りでありません。
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イ ア以外の提供条件は、改正後の規定におけるＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。

７ 経企第１２５１号（平成２６年１月１０日）の附則第５項を次のように改めます。

（１） 第５号の次に次の一号を加えます。

（６） 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条

件は次のとおりとします。

ア 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている定額データ

プランスタンダードに係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日ま

でに支払われたことを当社が確認したときは、その定額データプランスタンダードに

係る料金等から２０円を減額します。この場合において、（１） 及び（２） の適用による場

合は、適用した後の料金の額から減額します。

ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の

発行を受けたときはこの限りでありません。

イ ア以外の提供条件は、改正後の規定における定額データプランスタンダード２に係

るＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。

（２） 第６号中「ユニバーサルサービス料」を「請求書等の発行に関する料金、支払証明書等

の発行手数料及びユニバーサルサービス料」に改め、同号を第７号とします。

（３） 第７号中「（１） から（６） 」を「（１） から（７） 」に改め、同号を第８号とします。

８ 経企第１２５１号（平成２６年１月１０日）の附則第６項を次のように改めます。

（１） 第５号の次に次の一号を加えます。

（６） 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている場合の提供条

件は次のとおりとします。

ア 電子媒体による請求額情報の通知の取扱い（ｅビリング）を受けている定額データ

プランフラットに係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに

支払われたことを当社が確認したときは、その定額データプランフラットに係る料金

等から２０円を減額します。この場合において、（１） 及び（２） の適用による場合は、適

用した後の料金の額から減額します。

ただし、この約款の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の

発行を受けたときはこの限りでありません。

イ ア以外の提供条件は、改正後の規定における定額データプランスタンダード２に係

るＦＯＭＡの場合に準じて取扱います。

（２） 第６号中「ユニバーサルサービス料」を「請求書等の発行に関する料金、支払証明書等

の発行手数料及びユニバーサルサービス料」に改め、同号を第７号とします。

（３） 第７号中「（１） から（６） 」を「（１） から（７） 」に改め、同号を第８号とします。
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（掲示）

ワ イ ド ス タ ー 通 信 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

（目次） （目次）

第１章～第８章 （略） 第１章～第８章 （略）

第９章 料金 第９章 料金

第１節 （略） 第１節 （略）

第２節 料金等の支払義務 第２節 料金等の支払義務

第４０条～第４２条 （略） 第４０条～第４２条 （略）

第４２条の２ 請求書等の発行に関する料金の支払義務

第４３条 （略） 第４３条 （略）

第３節～第７節 （略） 第３節～第７節 （略）

第１０章～第１３章 （略） 第１０章～第１３章 （略）

料金表 （略） 料金表 （略）

別表 別表

１～８ （略） １～８ （略）

第１章～第２章 （略） 第１章～第２章 （略）

第３章 ワイドスター契約 第３章 ワイドスター契約

第７条～第１２条の２ （略） 第４条の２～第１２条 （略）

（契約者の氏名等の変更の届出） （契約者の氏名等の変更の届出）

第１３条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等（当社又は請求 第１３条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更が

事業者（第４８条の２（債権の譲渡等）に規定するものをいいます。）が発行する あったときは、そのことを速やかにワイドスター通信サービス取扱所に届け出

ワイドスター通信サービスの利用に係る請求書、口座振替案内書又はクレジッ ていただきます。

トカード利用案内書をいいます。以下同じとします。）の送付先に変更があった ただし、その変更があったにもかかわらず、ワイドスター通信サービス取扱

ときは、そのことを速やかにワイドスター通信サービス取扱所に届け出ていた 所に届出がないときは、第８条（契約者識別番号）、第１２条（ワイドスター通

だきます。 信サービスの利用休止）、第１６条（当社が行うワイドスター契約の解除）、第

ただし、その変更があったにもかかわらず、ワイドスター通信サービス取扱 ２９条（利用中止）及び第３０条（利用停止）に規定する通知については、当社に

所に届出がないときは、第８条（契約者識別番号）、第１２条（ワイドスター通 届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送

信サービスの利用休止）、第１６条（当社が行うワイドスター契約の解除）、第 等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。

２９条（利用中止）及び第３０条（利用停止）に規定する通知については、当社に

届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送

等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。

２ （略） ２ （略）

第１４条～第１６条 （略） 第１４条～第１６条 （略）

第４章～第８章 （略） 第４章～第８章 （略）
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第９章 料金等 第９章 料金等

第１節 料金及び工事費 第１節 料金及び工事費

（料金及び工事費） （料金及び工事費）

第３９条 当社が提供するワイドスター通信サービスの料金は、基本使用料、付加 第３９条 当社が提供するワイドスター通信サービスの料金は、基本使用料、付加

機能使用料、通信料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料及び請求 機能使用料、通信料、手続きに関する料金及びユニバーサルサービス料とし、

書等の発行に関する料金とし、料金表第１表（料金）に定めるところによりま 料金表第１表（料金）に定めるところによります。

す。

２～３ （略） ２～３ （略）

第２節 料金等の支払義務 第２節 料金等の支払義務

第４０条～第４２条 （略） 第４０条～第４２条 （略）

（請求書等の発行に関する料金の支払義務）

第４２条の２ 契約者（当社が指定する契約者を除きます。以下この条において同

じとします。）は、ワイドスター通信サービスの利用に係る請求書等の発行を受

けたときは、料金表第１表第５（請求書等の発行に関する料金）に規定する料

金の支払いを要します。

第４３条 （略） 第４３条 （略）

第３節～第７節 （略） 第３節～第７節 （略）

第１０章～第１３章 （略） 第１０章～第１３章 （略）

料金表 料金表

（料金表目次） （料金表目次）

通 則 通 則

第１表 料金（無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料金を除きます。） 第１表 料金（無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料金を除きます。）

第１～第５ （略） 第１～第５ （略）

第６ 請求書等の発行に関する料金

１ 適用

２ 料金額

第２表～第４表 （略） 第２表～第４表 （略）

第５表 その他のサービスに関する料金等 第５表 その他のサービスに関する料金等

第１ （略） 第１ （略）

第２ 支払証明書等の発行手数料 第２ 支払証明書等の発行手数料

１ 適用

２ 料金額

第３～第４ （略） 第３～第４ （略）

通則 通則

１～１１ （略） １～１１ （略）

（電子媒体による請求額情報の通知） （電子媒体による請求額情報の通知）

１２ 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのワイドスター通信サー １２ 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのワイドスター通信サー

ビス（当社が提供する他の電気通信サービスであって、その料金等がワイドスター通信サー ビス（当社が提供する他の電気通信サービスであって、その料金等がワイドスター通信サー

ビスに係る料金に合わせて請求される電気通信サービスを含みます。以下この項において同 ビスに係る料金に合わせて請求される電気通信サービスを含みます。以下この項において同

じとします。）について、当社又は請求事業者が行うその料金等の請求に係る情報（当該契約 じとします。）について、当社又は請求事業者が行うその料金等の請求に係る情報（当該契約

者に係る料金等の請求額及び通信料金明細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとしま 者に係る料金等の請求額及び通信料金明細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとしま

す。）の送付に代えて、請求データ蓄積装置（請求額情報（料金等の請求に係る情報のうち、 す。）の送付に代えて、請求データ蓄積装置（請求額情報（料金等の請求に係る情報のうち、
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請求事業者が適用する延滞利息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。）を蓄 請求事業者が適用する延滞利息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。）を蓄

積するための当社の電気通信設備をいいます。以下同じとします。）に登録した電子データに 積するための当社の電気通信設備をいいます。以下同じとします。）に登録した電子データに

より、請求額情報を通知（以下「電子媒体による請求額情報の通知」といいます。）する取扱 より、請求額情報を通知（以下「電子媒体による請求額情報の通知」といいます。）する取扱

いを行います。 いを行います。

（１） その請求のあったワイドスター通信サービスに係る料金等の支払方法が、当口座振替又 （１） その請求のあったワイドスター通信サービスに係る料金等の支払方法が、当社が別に定

はクレジット払い（ｅビリングご利用規約に規定するものをいいます。以下同じとしま める方法によるものではないとき。

す。）ではないとき。

（２） その請求のあったワイドスター通信サービスに係る料金等が、他のワイドスター通信サ （２） その請求のあったワイドスター通信サービスに係る料金等が、他のワイドスター通信サ

ービス、ＦＯＭＡサービス又はＸｉ サービスに係る料金等と一括して請求されている場合 ービス、ＦＯＭＡサービス又はＸｉ サービスに係る料金等と一括して請求されている場合

であって、当社が別に定めるとき。 であって、当社が別に定めるとき。

（３） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 （３） その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

１３ 当社は、１のワイドスターにおいて、別表２（付加機能）に規定するｍｏｐｅｒａＵ 機能の提供

を受けていること及び料金等の支払方法が口座振替又はクレジット払いであることを確認し

たとき（当社が定めるときを除きます。）は、当社がそのことを確認した日において、そのワ

イドスターについて契約者から前項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。

ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでありません。

（１） 契約者から電子媒体による請求額情報の通知に関する請求を行わない旨の意思表示があ

ったとき。

（２） そのワイドスターについて、請求書の分割送付の取扱いを受けているとき。

１４～１５ （略） １３～１４ （略）

１６ 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているワイドスターについて、

次のいずれかに該当することを当社が確認したときは、そのワイドスター通信サービスの利

用に係る口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書を発行します。

（１） 第３０条（利用停止）の規定によりそのワイドスターの利用が停止されているとき。

（２） 第１６条（当社が行うワイドスター契約の解除）の規定によりそのワイドスター契約が解

除されたとき。

１７ 当社は、第１２項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているワイド １５ 当社は、第１２項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているワイド

スター通信サービスに係る料金等が、口座振替又はクレジット払いにより当社が定める期日 スター通信サービスに係る料金等が、別に定める支払方法により当社が定める期日までに支

までに支払われたことを当社が確認したときは、そのワイドスター通信サービスに係る料金 払われたことを当社が確認したときは、そのワイドスター通信サービスに係る料金等から２０

等から２０円を減額します。この場合において、料金表の適用による場合は、適用した後の料 円を減額します。この場合において、料金表の適用による場合は、適用した後の料金の額か

金の額から減額します。 ら減額します。

ただし、前項の規定により口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発行を受け

たときはこの限りでありません。

１８ （略） １６ （略）

１９ 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているワイドスター通信サービ １７ 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているワイドスター通信サービ

スについて、契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該 スについて、契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、第１２項各号のいず

当する場合は、この取扱いを廃止します。 れかに該当することとなったときは、この取扱いを廃止します。

（１） 第１２項各号のいずれかに該当することとなったとき。

（２） 第１６条（当社が行うワイドスター契約の解除）の規定によりそのワイドスター契約が解

除されたとき。

２０ 前項の規定により電子媒体による請求額情報の通知の取扱いの廃止があったときは、その

廃止があった日を含む暦月の翌暦月までのそのワイドスターに係る料金等を、第１７項に規定

する減額の対象とします。

２１～２４ （略） １８～２１ （略）

（注）当社は、第２４項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係のワイドスター通信サ （注）当社は、第２１項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係のワイドスター通信サ

ービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。 ービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。

第１表 料金（無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料金を除きます。） 第１表 料金（無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料金を除きます。）

第１～第５ （略） 第１～第５ （略）
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第６ 請求書等の発行に関する料金

１ 適用

請 求 書 等 の 発 行 手 数 料 の 適 用

請求書等の発行手数料の適 次のいずれかに該当するときは、そのワイドスターについ

用除外 て、２（料金額）の規定にかかわらず、請求書等の発行に関

する料金の支払いを要しません。

ア 第７３条（請求書の分割送付）に規定する請求書の分割送

付の取扱いを受けているとき。

イ 別表２（付加機能）に規定するｍｏｐｅｒａＵ 機能の提供を受

けていないとき。

ウ 料金その他の債務が、Ｘｉサービス、ＦＯＭＡサービス

又はワイドスター通信サービスに係る料金等と一括して請

求されているとき。

エ 請求事業者が、当社から譲渡した債権及び当社以外の者

が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求していると

き。

オ 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める

理由により請求書等の発行を受けるとき。

２ 料金額

１契約について１通ごとに

手 数 料 の 額

区 分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

請求書等発行 請求書の発行に係るもの １００円（ １０８円）

手数料

口座振替案内書又はクレジットカード ５０円（ ５４円）

利用案内書の発行に係るもの

第２表～第４表 （略） 第２表～第４表 （略）

第５表 その他のサービスに関する料金等 第５表 その他のサービスに関する料金等

第１ （略） 第１ （略）

第２ 支払証明書等の発行手数料 第２ 支払証明書等の発行手数料

１ 適用 １ 支払証明書又は預託金預り証明書１枚ごとに税抜額 ４００円（税込額 ４３２円）

（注）支払証明書又は預託金預り証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料

支 払 証 明 書 等 の 発 行 手 数 料 の 適 用 のほか、印紙代（消費税相当額を含みます。）及び郵送料（実費）が必要な場合があ

ります。

支払証明書の発行手数料の 通則第１２項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取

適用除外 扱いを受けているワイドスターについて、支払証明書の発行 ２ 契約事項証明書１契約ごとに税抜額 ３００円（税込額 ３２４円）

を受けた場合であって、その発行が当該暦年における最初の （注）契約事項証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料

発行であると当社が認めるときは、２（料金額）の規定にか （実費）が必要な場合があります。

かわらず、その支払証明書の発行に係る手数料及び郵送料等

の支払いを要しません。
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２ 料金額

１契約について１通ごとに

手 数 料 の 額

区 分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

発行手数料 支払証明書の発行に係るもの ４００円（ ４３２円）

預託金預り証明書の発行に係るもの ４００円（ ４３２円）

契約事項証明書の発行に係るもの ３００円（ ３２４円）

（注１）支払証明書又は預託金預り証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほ

か、印紙代（消費税相当額を含みます。）及び郵送料（実費）が必要な場合があります。

（注２）契約事項証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料（実

費）が必要な場合があります。

第３～第４ （略） 第３～第４ （略）

別表１～別表８ （略） 別表１～別表８ （略）

附 則（平成２７年１月２２日経企第１５７６号）

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２７年２月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービ

スの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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